
 

  



卒業の認定に関する資料 

 

【総合調理学科・製菓製パン総合学科】 

 

入学時に教育方針、教育目標、アドミッションポリシー、卒業認定方針を文書で学生に配布

し、周知している。 

 

設定した全ての科目を履修・修得したものに卒業を認定し、専門士を授与している。 

卒業認定は卒業判定会議にて下記事項について、全て満たしているかを審議し、判定する。 

①各科目、規定時間の 3 分の 2 以上を出席している 

②各科目、成績評価基準に達している 

各学年で履修すべき科目の試験を実施し、各科目における知識や技術の習得度を測り、 

60 点以上の成績を修める 

③各科目、欠課授業の補充が完了している 

④学費納入が完了している 


